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韓栄恵 ：相馬教授 の発表 もある意味で

は家族政策の問題 とい うよ りは、私は専

攻が違 うので非専門家 として ここに参加

してお りますが、私 の関心 としてはむ し

ろ知識社会学的なフ レーム、あるいは家

族 のコンセプ トに関す る内容 、全体的な

国家での行為者の定義の論議 、そのよ う

な問題 に聞こえま した。

今 日の討論 の中で、 もしか したら登場

す るか もしれませ んが、家族 を取 り巻 く

市場 と国家の立場、最近重視 されてい る

新 しい公共の関係 、労でも使 でもない公

共領域 、それ をいかにつ くり上げてい く

べ きなのか。市民社会の議論 ともつなが

る大変重要なポイン トであった と思いま

す。

家族 の概念 と関連 してお話 しされた と

きに思いま したが、最近授業 で半分冗談

で、家族 とい うものは同 じ集 団に見える

かも しれないが、観点を変えれば家族ほ

ど多様 な集団はない と。標準 な家族だ と

すれば性別 も違 うし、世代 もお年寄 りか

ら子 どもまで社会的配列が全部違 い、職

業 も全部違 う。1つ の集団で こんなにカ

ラフル な集 団はない と言 えます。 でも、

これ を1つ の戦略 、あるい は何かを土台

に単一の集団 としてま とめてみ ると、い

い点もある し、悪い点もあ ります。世 の

中で一番 カラフルな集団が家族だ とい う

話 をした ことがあ ります。家族のコンセ

プ トの話 も出ま したが、大変お もしろ く

大変勉強 になる発表で した。

お二方の発表 と関連 して討論 をしてい

ただきたい と思います。

白仙姫:ソ ウル神学大学校社会福祉学

科の 白仙姫 と申 します。

お二方の先生、発表あ りが とうござい

ま した。 よくまとまってい るペーパーだ

と思います。私にも勉 強の機会 とな りま

した。

日本 の相馬直子 さんは韓国の現状 につ

いて よくご存 じです。韓国語 もよくご存

じです し、韓 国資料 も十分検討 されてい

て興味深 く聞きま した。 また、健康家庭

基本法がど うして韓国で出現 したのか と

い うお話を して くだ さいました。韓国に

お ける健康家庭基本法 の背景な どについ

て、外国人 の観 点ではこ うい うふ うにも

見 られ るんだとい う非 常に斬新な側面が

あ りま した。 しか し、紙面の限界で韓国

社会において議論 され た内容が十分伝 わ

りに くかったのではないか と思います。

私は韓国の中にお りますので、私が韓 国

の内部で見たその背景 について もう少 し

申 し上げます と、先生 の研究に もお役 に

立つのではないかと思います。

お二方の先生のテーマが実は多 くの共

通点を持 ってお ります。例 えば社会的背

景 としての少子化、特 に家族 と関連 して

は離婚率の増加、国際結婚の増加な どの

共通点 もあ ります。社会がど うい う目指

す 点を持 って政策を作っていかなければ

いけないのか とい うことで、仕事 と家庭
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の両立 とい う焦点化があ り重要であると

い うご指摘で した。

家族 と国家の役割 をど うい うふ うに決

めるべきなのかに関 して、相馬直子 さん

は責任 とい う問題 でアプ ローチを してく

だ さり、宋多永 さんは選択 とい う問題で

アプローチをして くだ さったんですが、

一脈相 通ず る ところ もあ りま した
。 ま

た、分析 している政策が、健康家庭基本

法 もそ うですが、保 育政策 にも焦点を当

て て、 相 馬 さん は 日本 の保 育 政 策 に

フォーカスを当て、宋多永 さんは韓国の

現政権の政策に焦点 を当てた点 も共通 で

した。お二方のペーパーについては、討

論者 であ りますので1点 ずつ質問を申 し

上げて、お二方の内容 を補完す るレベル

で私が持ってい る幾つかの事実 を申 し上

げたい と思います。

まず 、相馬直子 さんに質問を したいの

は、韓国は今、明示的家族政策 を持 って

いる。 それが健康家庭基本法 である、 と

分析 をして ください ま した。 日本には明

示的家族政策がな くて、黙示 的家族政策

の1つ の形態 と して育児政策 についてお

話 しされ ま した。家族政策 とい うフ レー

ムでもって、明示的政策 がないので育児

支援政策 を分析するのは正 しい と思いま

す。

そ うであれば、韓 国にも育児支援政策

としての保育政策があるのに、健康家庭

基本法 と保育政策を一緒に分析す るのは

いかがだろ うか と思いま した。そ うす る

と、相馬 さんがほかの レベルでも考え ら

れます し、ある側面では結論 もちょっ と

違ってきたのではないか とい う気 もしま

す。韓国の保育政策 について非常 によく

ご存 じであるにもかかわ らず、今回はそ

れ についての言及 を省略 された理 由につ

いて質問 したいと思います。

宋多永 さんに質問 したいのは、選択に

焦点 を当てたことに関 してです。韓国の

政策、特に育児支援政策 において選択の

話 が出てくる ときはいつ も、多様性 とい

う話 と一緒に出て くるわけです。多様な

家族形態、家族が瀕 してい る状況、多様

な欲求、こ ういった多様性 をどうい うふ

うに解決すべきなのか とい うこ とと関連

して、多様性 を解決す る方法 として多様

な代案を提示 し選択 させ ようとい う話で

す。

この多様性 とい うのを福祉 の側面か ら

見ます と、クライアン トの多様 な欲求 に

対応 して多様なサー ビス を提供 し、そ う

す ることによって最 もいいサー ビスが選

択できるように して、一番適切 に欲求を

解決す ることを意味 します。選択 とい う

問題 は責任 とも関係 があ りなが ら、同時

に選択 と多様性 の関係 を どうい うふ うに

みなすべきなのか。 これ も重要な問題 で

ある と思 います。 です の で、選 択 と責

任、選択 と多様性 につ いて どうい うふ う

に思ってい らっしゃるのか、ペーパーに

も少 し書いてあ りま したが、ご意見 を伺

いたいと思います。

まず、健康家庭基本法 について申 し上

げます と、 この法律は どこか らどう申し

上 げれ ばいいのか とい う気 が します。

私、宋多永 さん、相馬直子 さんは社会福

祉政策 を専攻 してお ります し、社会福祉

政策の脈絡で家族福祉政策を研 究 してお

ります が、健康家庭基本法は、実は社会

福祉学者の介入や保健福祉家族部の介入

よ りは 、家 政学で先 に議論 があ りま し

た。 こ ういった法律への熱望 は15年 ほど
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前にさかのぼ ります。そのときか ら、健

康家庭基本法 と類似 のタイ トルで既 に家

政大学の中ではこ うい う法律が必要であ

る と主 張 され ま した。 そ して10年 間進

め、実 を結 んだ のが2000年 代 の初 めで

す。

学問のバ ックグラウン ドが、実は観点

に多 くの影響 を与えるようです。社会福

祉 のほ うで持 っている家族の観点はご紹

介いただきま したが、家政学が持ってい

る家族に関する観点は、最初か らスター

トその ものが違 うとい うことです。家政

学は家庭 の機能 を考えています し、も う

少 し現実的 に申 し上げると、家政学で健

康家庭基本法を提案す るよ うになった背

景は、 もちろん韓国社会における国際結

婚や離婚の増加 などの家族 の危機にも関

心があった と思います。 しか し、 日本 の

学者の方がた くさんお られ るので、 どう

い うふ うに考え られるかち ょっ と心配で

すけ ども、韓国では家政学部はあま り大

学で人気のある専攻 ではあ りません。人

気が落ちてい る専攻ですので、卒業生の

就職問題が実は重要な問題で した。

家政学部はほかの学科 と違って、卒業

す る と就 職す る ところが多 くあ りませ

ん。社会福祉科 を卒業すれ ば社会福祉機

関に就職 し、乳児教育科を卒業すれば幼

稚園に就職 しますが、現代社会 が変わっ

ていって、家政学部が大学で1つ の学科

として位置づけ られた 目標がな くなって

就職の問題が問題 とな りま した。家政学

の健康家庭基本法制定のた めの努力は、

対外的には健康 な家庭 を社会的な基本単

位 である家庭 の問題 を確 固た るスタンス

を決 めることで したが、対内的には卒業

生たちの就職 問題の解決が あ りま した。

法律 を制定す るようになったのは、対内

的な要因が もっと大 きく作用 した と私は

思っているわけです。

10年 ほ どに亘った家政学側 の法制定の

ための働 きかけが、 あま り成果 を上 げら

れ なかったが、2000年 の初めに法制化で

きた背景には、社会的な背景 がその とき

に相乗効果をもた らした。離婚問題や国

際結婚 な どい ろんな社 会 的な問題 が出

て、その ときタイム リーに法律がつ くら

れ た。実は この法律 に(つ いて)最 初、

家族のコンセプ トと関連す る議論は、家

政学がスター トして主導す るよ うになっ

た とい うわけです。その後、社会福祉の

ほ うで、このよ うに家族 の概念 を定める

のが現代社会 で正 しいのかとい う問題提

起を して、家政学 と社会福祉学の間でそ

ういった議論があ りま した。

そ して法律 が定ま り、重要なのはこの

法律 に基づいて、韓国に健康家庭支援セ

ンター とい うところができたこ とです。

センターがあるので事業をしなけれ ばい

けない。 しか し、その事業は法律の 目的

に見合 うものでなければいけないので、

健康な家庭は どうい うものなのか、家庭

の機能を どうい うふ うに確立すべきなの

か、とい うところに焦点を当てて事業 を

や っています。

事業の内容 は、最初あま りにも家族な

どを強調 してい るので懸念 したん です

が、育児 と関連 しては親 の教育。特 に家

庭 内にお ける両性平等 と関連 しては、父

親 の育児に参加 できる機会の提供。仕事

と家族 の両立 と同 じよ うに、家族 が家庭

内の育児に一緒に参加 できるのかについ

ての教育。そ して育児政策 と関連 しては

『子 ども世話事業』 といって、保育施設
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に行かせない ときに緊急に他人か らの世

話サー ビスが必要な場合に、健康家庭支

援センターに電話 をして保育教 師が、子

どもケア士が派遣 され ます。一時的に支

援をす るサー ビスも提供 されています。

健康家庭支援センターのそ ういった事業

は、韓国の育児政策 とも関係 があると思

われます。

今、宋多永 さんは主に 李明博(イ ・

ミョンバク)現 政権 に焦点を当てていま

す 。 相 馬 直 子 さん は韓 国 の 前 政 権 に

フォーカスを当ててお りますが、両政権

の保育政策は全 く違 います。現政権に焦

点を当てて、前政権(盧 武鉱政権)と ど

うい う変化があっ たが、そ して今 日の

キー ワー ドと言 える家族 ・市場 ・国家 ・

選択が ど うい うふ うに変わってきたのか

とい うのを簡単に申し上げます。

李明博(イ ・ミョンバク)現 政権の育

児 政策 と関連 して最 も重要な変化 の1つ

は、宋多永 さんも最 もご関心の育児手 当

の導入の問題 です。そ してバ ウチ ャー制

度。国公立保 育施設 のお話 もた くさん出

ま したが、国公立保育施設の予算 をとて

も削減 したんですが、私はそれ を公共性

のあきらめと見ています。そ して今私が

言いま した子 ども世話士 とか、宋多永 さ

んが言いました家庭保育教師の制度。 こ

の4つ が李明博 現政権 の大 きな政策の流

れ であ ると思い ます。 この4つ の制度 を

お話 しす ると、家族 ・市場 ・国家 ・選択

の問題 が どうい うふ うに変わって きたの

か とい うのがわか ります。

育児手 当は現政権で出 した政策ではあ

りますけれ ども、 この議論は盧武鉱政権

の ときか らあ りま した。盧武鉱政権が直

属委員会で育児政策 をつ くるときに私 も

参加 して一緒につ くりま したが、その と

きか ら議論があ りま した。 しか しその議

論 の背景は今 とは違います。

保育政策について簡単に申 し上げな く

てはな らない と思います。乳児保育施設

がいくら多 くても、い くらいい保育施設

があっても、韓国では家庭で直接世話 を

す るのを好む親の割合が高いので、親の

選択が どちらにあるのか、欲求が どこに

あるのか といった ら、家庭 にあ ります。

実はそち らのほ うがはるかに高いです。

これは社会的イ ンフラと関係 な く韓国の

認識です。家庭のほ うが好まれてお りま

す。

ところで、乳児に関す る保育施設を建

ててサー ビスを提供す るわけですが、そ

の当時、保育料は約35万 ウォン ぐらいで

した。盧武鉱政権でその基本補助金支援

とい う政策をつ くって、民間保育施設 に

乳児 を預 ける場合は、ゼロ歳を基準 とす

ると約35万 ウォンの基本補助金 を与える

ようにな りま した。 ある日突然、政府の

支援が低所得層基準で35万 ウォンか ら70

万 ウォンにな りました。

そ うす ると、利用 しない人 と利用す る

人 の国家給付の差が、1ヶ 月 を基準 に し

てゼ ロウォンか らマキシマム70万 ウォン

にな って、その ギャ ップ が大変大 き く

なったわけです。保育施設を利用す る ・

しないは特に乳児 の場合 は重要な選択で

あ り、 自分が育てたい し、児童発達 にも

合 う正 しい ことだ と考える人 は、そのよ

うにベ ターな家庭 での育児を捨てて保育

施設に送 らない と、70万 ウォンはも らえ

ないのは、 どうした ことか と、社会的公

平性 の問題がもた らされま した。

同時に、保育施設を利用できる地域は
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それで もあるか ら利用す る。 しか し山間

地域や 、保育施設 を利用 した くて もでき

ない地域では、社会的公平性や国家 の責

任 を考慮 して、一部の補助 をしよ うとい

う話 が 出ま した。全 体的 な政 策 の基調

は、社会的にイ ンフラを整える国家政策

にフォーカスがあ りま した し、死角地域

についてはそ ういった補完が必要である

とい うこ とで した。医療政策 にもそ うい

う点があ ります。病院で出産すべきだけ

れ ども、やむ を得ず病院で出産できない

場合は現金を若干提供す るわけです。そ

うい うレベルで支援す ることが提案 され

てお りま した。

ところで現政権 になって、これが育児

手 当として定着 しま した し、また保育施

設があるところであれ、ない ところであ

れ、関係ないとい うフォーカスの変化 が

あ りま した。また以前は祖母 にも支援す

べ きであるとい う意見もあ りま した。今

や韓 国で働 く女性 は祖母に子 どもを預 け

るのが6～7割 です。保育施設 よりも祖母

のほ うを好んでいます。オース トラリア

のように、教育を受けた登録祖母 には手

当を与 え支援 しよ うとい う話があ りま し

たが、現政権では登録 をして基本保育の

教育を受けるとい うよ うな話はなくな り

ま した。 ですか ら、利用 しなければ、お

金をあげる、とい うよ うにな りま した。

ここで、給付 の公平性 レベルだけで、

選択、 とい う用語が一緒 に出てきます。

そ こで支援す る費用が10万 ウォンぐらい

であ り、10万 ウォ ンをもらうために仕事

をあきらめようとす る人 はいなかったた

め、 これが仕事 と家庭の選択 の問題 にま

ではな りませんで した。ただ、利用 しな

い人に対す る若干の補償、 とい う話 にな

りま した。

李 明博現政権 は今年で3年 目です。今

後、第2次 少子高齢社会 基本計画 を立 て

るこ とにな ります が、2次 計画 の中間報

告書を見る と、育児手 当の対象者 もふや

し、支援金 もふや さなければいけない と

い うのが基本的な方向です。最終的に確

定 した案 ではあ りませんが、学者の中で

はそのレベルを どの ぐらいふやすべきな

のか、基本補助金 が約35万 ウォンと言い

ま したが、ゼ ロ歳を基準 として35万 ウォ

ンは支援 すべ きだ とい う話 が 出てい ま

す。子 どもが2人 になる と、そ の費用が

70万 ウォンになるわけですか ら、仕事 と

家庭の選択の問題 として、育児手当の給

付与が大 きくなればなるほどその問題が

大きくなるで しょう。

韓国政府が育児 手当を拡大できない理

由は財政的な問題 もあ りますが、 これが

仕事 あるいは家庭 の選択 の問題 になる可

能性があるので、それについては社会福

祉学者 、女性学者 が反対 しているので拡

大できない と思われます。まだ最終的な

結論ではあ りませ んが、育児手 当はそ う

いった問題の種を持 っているので、育児

手当が仕事の代わ りに家庭を選択 させ る

懸念があ ります。

また、バ ウチャーについては詳 しくは

申 し上げられませんが、バ ウチ ャーその

ものが国家 と市場 の役割の中で、市場の

役割を強調す ることになるわけです。 国

家がイ ンフラを建て るよ りは施設同士で

競争 しな さい とい うことで、民間 として

市場の役割 を強調 し、同時に家族 と国家

の責任あ るいは役割 と関連 して、家族 の

役割 を強調す ることにな ります。政府 は

バ ウチ ャーが支払い手段の変更であ り、
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ただカー ドを持たせ ることで変化はない

と言 っていますが、国家よ りは家族 の責

任 がよ り浮上す る理 由は何か とい うと、

国家が直接施設 に対す るクオ リテ ィー ・

コン トロールをす るよ りは、親の選択 に

よってクオ リティー ・コン トロールがで

きる とい う基本的な仮定があるので、国

家の役割 よりは家族 の役割 を強調するよ

うになるとい うことです。

そ して、家庭保育母 と関連 してお話 し

します と、先 ほ どの子 どもケ ア士の話

は、緊急な場合 に支援す るとい うのは福

祉 的な レベルで も同意できます し、必要

だ と思いますが、最近 この制度 が拡大 さ

れ、緊急な ときでな くて も日常的 に、家

で子 どもケア士を支援 して もらうよ うな

システムに変わ りはじめま した。そ うす

ると国家の責任 が社会施設やインフラを

つ くるのか、あ るいは人材 を養成 して家

庭 に派遣するに とどめるのか とい うとこ

ろで、国家の責任が弱化す るおそれがあ

るわ けです。 また 、サー ビスの クオ リ

テ ィーについて も、家族が選択できる保

育教師のクオ リティーがよければいいわ

けですが、そ うでなければ よくない とい

う問題があ ります。

韓国の地方政府 の うち京畿道では、家

庭保育士 を家 に派遣する事業 をや ってい

ます。京畿道は この事業 を全 国的な レベ

ル に拡大 しようとしていて、何度 も法律

の改正について も提案 しています。韓国

の育児政策 と関連 しては、前政権 では育

児イ ンフラ、国公立保育施設 を拡大す る

とい うところに焦 点 を当て てい ま した

が、現政権では家庭の役割、市場 の役割

を強調 している。選択 と関連 しては、仕

事 と家庭の両立が可能になる選択 ではな

く、家庭にお ける育児 を選択せ ざるを得

ない環境 を作 る方 向に行 くことではない

か、 とい う懸念があ ります。

家庭保育士 と関連 して、宋多永教授が

つ けレファレンスを見る と、 ソムニー教

授や私 の名前 も出ています。 ソ教授や他

の方々 が提 案 したのは、民 間でベ ビー

シ ッター を活用 しても保育料 を支援 し、

市場メカニズムを活用す ることです。家

庭 内におけるケア支援 とい う面では同 じ

ですが、私 と宋教授がフォーカスを当て

たのは公共インフラを排除する とい う意

味でのベ ビーシッターではな くて、公共

インフラを拡大 しなが ら、それ と同時 に

必ず必要な多様なニーズを受け入れ るこ

とができる、例 えば夜間保育や緊急 な と

きの保育 といった補完的な役割 をす る、

家庭内の保育士サー ビスが必要である と

い うことで した。

だか ら、ソ教授や ほかの先生は代替的

な概念でアプ ローチ した とすれ ば、私 と

宋教授は補完的な概念で こういったサー

ビスを拡大す る必要がある とい うことで

す。 こ ういった変化については報告者 の

お二方は よくご存 じだ と思いますが、今

後の研究にお役 に立てば と思いま してい

ろいろと言いま した。私 も非常に勉 強に

なるペーパーで した。 あ りがと うござい

ました。(拍 手)

韓栄恵:ほ とん ど発表に近い討論を し

て くだ さいました。途 中で切 るのもなん

です し、内容 も大変 よかったので、皆様

にはご理解いただ ける と思います。フロ

アの方々か ら質 問を2つ だけお受 け しま

す。すべてお答 えできなくても総合討論

のときにお話 しいただ くとい うことで、
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ともかくどのよ うな質問があるのか、質

問を承って全体討論 につなげてい きたい

と思います。そ して、その質問への コメ

ン トもあわせ て、報告者 に2分 ずつ コメ

ン トをお願 い します。

シン ・グワァンヨン:中 央大学社会学

科のシン ・グワァンヨンと申 します。家

族政策 といえば普通、保育が重要 なアイ

テム となっています。 しか し、 ヨー ロッ

パ とアジアの福祉 を比較す ると、一番大

きな違いが どこにあるのか。医療 も福祉

の中で重要なポイン トです し、保育 も重

要 なポイ ン トです が、実は教 育 も ヨー

ロ ッパでは福祉 の1つ の領域 となってい

ます。で も、アジアでは教育は福祉 の1

つの領域 とは考慮 されていません。

家族福祉 を考えるときに も、教育 と関

連 して乳児や幼児 の教育だけでな く、青

少年 教育、子 どもの教育 もや は り福祉 の

重要なポイン トだ と思います し、議論 さ

れ るべ きですが、 それ は省 かれて いま

す。 ヨー ロッパ とアジアを比較す る とき

に、大変重要な違いがそこにあると見て

います。そ うい う内容 と関連 して家族福

祉、家族政策では どの ようなアプローチ

が可能なのか。それについてお話 をいた

だきたい と思います。

韓 栄恵:あ りが と うござい ます。 ほか

の方 、質 問 をお願 い します 。

バク ・ゴムへ:梨 花女子大の社会学科

で講義を してい るバ ク ・ゴムへ と申 しま

す。本 日、私が関心 を持 ってお伺 い した

い内容 は、今一番 問題 になっている低出

産、少子化です。 その理 由は多 くの方が

お話を されま したが、仕事 と家庭の両立

の問題 ではないか と思います。 しか し、

ほ とん どの低 出産 の奨励政策 や育児 を

テーマにす るときに、まだ韓国では社会

福祉 政策 が下 の階層 の方 々を対象 に し

て、そ うい う方々が受給す るとい う意味

を持っています。そのために実際、低出

産克服のための奨励政策 が、現在職業 を

持 っていて、可妊期 にある女性、高学歴

で出産を控 えてい る方が職 についている

場合がほとんどではないかと思います。

しか し、そのよ うな人々を対象にす る

政策 を開発するよ りは、まだ低所得層 ま

たは、 とにか く恩恵 を受けることと認識

され ますので、養育費の補助を申請す る

のが、職場 を持 っている人 にとっては申

しわけないよ うな気持 ちにな りがちな流

れがあ ります。 この政策は基本的に変わ

るべ きだ と思います。

家族政策、健康な家庭のための政策、

と言えば、両父母がいて、それな りに子

どもの養育を経済的に支えることができ

て、お じい ちゃん、お ば あちゃんが い

る。その ような内容だけが普通は念頭 に

あるわけですが、ひ とり親家族、シング

ルマザーの家庭で、子 どもを育て職 場に

も出かけなけれ ばな らない方々のための

政策 開発 が必 要だ と思 います。 今 日は

ちょ うど家族政策 を研究 されている方々

がい らっ しゃいますので、そ うい う配慮

がどのよ うにされているのかをお伺い し

たい と思います。

韓栄恵:時 間の関係上、質問はここま

でに したい と思います。それでは発表者

の方にお願い します。総合的なま とめを

して、次の討論 につなげてい きたい と思
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います。

相馬:コ メン トをど うもあ りが とうご

ざいま した。 幾つ かあ った と思います

が、少 しま とめてお答 え したいと思いま

す。 白仙姫教授 とは10年 ぐらい研究な ど

をご一緒 させていただいているので、 ど

うい うこ とをや ってい るの かはお互 い

知 ってい ると思いますが、そ こで先生が

お っしゃるとお り、個別の 日本 と韓国の

保育政策の比較 とい う点についても、私

は勉強 をしてきて幾つか論文 も書いてき

ま した。

しか し今回の発表は、 ヨー ロッパ と比

べて、アジアの場合は圧縮的な家族変化

を経験 してい ると言われる中で、家族や

女性や子 どもが どうい うふ うな考 え方 、

どうい う単位 と して ソー シャルイ ンク

ルージ ョン(包 摂)さ れ ようとしている

のか、あるいは ソーシャルエ クスクルー

ジ ョン(排 除)さ れているのか。その包

摂や排除を要請す る政策的な論理やそ の

根本 にある規範や価値が一体何 なのか。

そ こで 日本や韓国は どう違 うのか。その

点に 目的があ りました。

ご指摘 のとお り保育同士 を比べた ら、

韓国 と日本で共通部分 と違 う部分 とお も

しろい論点 もあって、ご一緒にこれ まで

見てきたものだと思いますが、今回特 に

強調 したかったのが、 もちろん保育をど

うす るか個別 のイシューのみな らず、子

育てがなされ る場 である家族 とい うのが
一体何 なのか

、家族 をどうい う定義で ど

うい う範囲まで社会的に包摂、あるいは

どこか らが家族 として排除 され るところ

なのか。それが2000年 前半の健康家庭基

本法の制定過程で論争 があった点で、そ

れが非常に興味深かったわけです。そ う

いった研究の 目的 と、 日本 と韓 国の比較

とい う目的か ら今回こ うい う報告 とさせ

ていただきま した。

健康家庭基本法の議事録 を分析す る過

程でも、あるいは健康家庭支援セ ンター

への幾つかのフィール ドワークの過程で

も、大学あるいは家政学の生き残 りの問

題 、あるいは健康家庭支援センターな ど

のセ ンター をどうい うふ うにしてい くの

か、福祉 の専門職 を どうい うふ うに して

い くのか、そのあた りの利害対立が相 当

す ごい とい うのが実感 として あ りま し

た。今回は圧縮的な家族変化の中で家族

や女性 を どうい うふ うな政策の論理 、あ

るいは規範や価値 のもとに政策課題 が認

知 された り、問題化 されているのかにつ

いて、 日本 と韓国の違いについてフォー

カスを当てたために、利害対立 の話や本

当の問題 とい うところは言及 できなかっ

たわけです。

シン ・グワァンヨン教授のコメン トは

非常に私 もそ う思いま した。私が研究 し

てい る就学前の ところでも、例 えば保育

園 と幼稚園を どうい うふ うに統合 しよ う

かとい う幼保一元化の問題 があって、 日

本 も韓国 も教育福祉 といった概念で議論

され てい る方 もい らっ しゃる と思い ま

す。福祉 と教育を どうい うふ うに統合 し

てい くのか、教育福祉 とい う形で議論 を

立てる方 もいらっ しゃいます し、子 ども

あるいは子 どもを持つ親に とっての社会

政策 とい う形で問題 を立てる方 もい らっ

しゃいます。非常に重要なポイン トだ と

思います。

最後にバ ク教授 か らいただいた、ひ と

り親家庭 に対す る政策開発 については非
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常 に 重 要 な 点 で 、 私 も幾 つ か イ ン タ

ビュー調査 を今、 日本 と韓国で白仙姫教

授 とも一 緒にや ってい る ところです の

で、また どこかで ご議論でき る場があれ

ばいいな と思います。あ りが とうござい

ま した。

宋 多永:私 に与え られ た時間はあま り

ない よ うです ので、簡単 に言い ま しょ

う。

選択 と多様性の問題は非常に悩ま しい

ところです。申 しま したよ うに保育施設

1つ だけが問題 なのか、そ うではない、

家庭 もある し、家庭育児手 当もあるし、

教師もいる し、ケア士 もいる。 いろんな

サー ビスや金銭的な支援 のある中で家族

が選択 で きる よ うにす るのが 、彼 らが

持っている多様 な状況 に合わせ られるの

で、もっ といいのではないか、 と言って

いますが、これ が自由選択 と言えるわけ

です。

私が最初 クエスチ ョンマー クをつけて

お きま したよ うに、個人が持 ってい る状

況 と条件が どれ だけの 自由を与えるのか

とい うところで、虚構があると申 しま し

た。多様 な選択 が自由にできる、 とい う

ところに、基本的に階層 とい う問題か ら

脱皮 できないと思います。階層の問題 は

非常に重要です。また性別 の問題 もとて

も重要です。家庭養育教師は私 も使いた

い ところですが、所得 レベル150%に 当

たる一般勤労者 の場合 は選択できない と

い った ら、私に とって 自由 とは選択でき

ない 自由で しかないわけです。そ うい う

部分で剥奪なわけです。多様性 と関連 し

ている階層性 を忘れてはいけませ ん。

また本当に重要なイシュー と言 える性

別 イ シュー が あ ります。女性 に育児手

当、いいです。 しか し育児手 当とい うの

は結局、だれか1人 は子 どもの世話をす

るために仕事 をや めなければい けない。

そ の選択はほ とん どの場合、女性 が仕事

をやめなけれ ばいけない とい う二者択一

の制限 された選択であ り、制限 された 自

由選択 が果た して 自由なのか とい うとこ

ろです。そ ういった レベルか ら見 ると、

国家が政策をもって介入す るときは公共

政策、つま り欲求を満たせない人たちか

らスター トして、その問題 を解決す ると

い うのが政策の優先順位 ではないか と思

います。

そ うい う面で韓 国の保育政策 は、最 も

大きな欲求を持 ってい る共働 き家族 が、

ど うい うふ うに適切な レベルの暮 らしが

できるのか とい うところか らスター トす

るとした ら、結局は保育施設の質的、量

的な拡大が前提 となって、その後ほかの

選択 を語 るべきです。今 、保育 と関連す

る政策がやっ と拡大 され始 めた時点にほ

かの話を し始めると、先ほ ど金秀涎 教授

がおっしゃったよ うに、本 当に ウエーア

ウ トになって しまいます。 ほかのものが

入 って きて基本 を失 って しま う状況にな

るのが心配 です。

シン ・グワァンヨン教授の ご指摘はご

もっ ともだ と思 います。 そ こまではカ

バーできませんで したが、実際、家族政

策は3歳 未満 の乳幼児 を対象 とす るもの

もあ ります が、多 くの先進 国では3歳 以

上、アー リー ・チャイル ド ・ケア ・アン

ド・エデュケーシ ョンといって早期教育

の システ ム としてアプ ローチ してい ま

す。 さらに、OECDの 諸 国は18歳 未満の

子 どもに対す る青少年期における教育 ま
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でも含んでお ります。今後そ うい うとこ

ろは補完 した研 究が必要であると思いま

す。

最後 の保育 と関連す る内容で低所得層

なのか とい う話で したが、そ うではあ り

ません。実際、私がや っている福祉分野

ではほとんど低所得層、最低生計費100%

あるい は120%を 中心 とす る政策を多 く

議論 していますが、実は保 育政策 は絵 で

かきま したよ うに所得分位50%、 所得分

位100%。 今、現政権 は、5歳 以上は無償

教育までも言 っています。ですか ら、今

議論 している多 くの部分 は一般女性。低

所得 層家族 で はな く一般家族 の こ とで

す。仕事 をしなが ら暮 らしている標準型

の個人に、すべて適用 され る政策ではな

いか と思います。 ほかにも議論はいろい

ろあると思いますが、総合討論 の時間に

したい と思います。 あ りがと うございま

す。

韓栄恵:あ りが と うございま した。家

族政策 とは何か、またその対象 の設 定、

項 目の設 定な ど全体的なフ レームをつ く

る問題か ら、特 に最後の討論者 が健康家

庭支援基本法の制定過程 と関連す るいろ

んなダイナ ミクス をお っしゃいま した。

これ は最近、多文化家族支援政策 を決 め

る上で、 どうい う観点か ら決 めなければ

い けないのか、政策決定 と関連す る行為

者間の言説 と主体のダイナ ミクスな どを

うかがわせ て非常 に興 味深 く伺 いま し

た。(拍 手)
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